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公職者等とは 
 
１ 宝塚市議会議員  ２ 他の地方公共団体の議会議員又は首長 
３ 国会議員  ４ 宝塚市長であった者  ５ 秘書等 

宝塚市公正職務審査会 

要望者（公職者等） 

市の執行機関 

  
不当要求行為とは 
 
１ 正当な理由なく 
 (１) 特定のものに有利不利な取扱
いをすること 
 (２) 特定のものに義務のないことを
行わせ、権利の行使を妨げること 
 (３) 職務上知りえた秘密を漏らすこ
と    
 (４) 執行すべき職務を行わないこと 
 (５) 法令等に違反することを行うこと 
 
２ 公正な職務執行を妨げることが明
白である要望等をすること 
 
３ 暴力等社会的相当性を逸脱する手
段により要望等をすること 

 
要望等とは 
 
１ 要望  ２ 提言  ３ 提案  ４ 相談   
５ 意見  ６ 苦情  ７ 依頼等 

① 公職者等からの 
  要  望  等 

② 公職者等からの 
  意見や要望等を  
  記録 

⑧ 不当要求行為に対しては断固拒否、答申を尊重した必要な措置 
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要望等への対応の基本原則 
 
１ 要望等の重要性を十分理解し、誠実にそ

の内容を受け止め、適正に対応する義務 

 

２ 特定のものを特別に扱う要望に対する慎

重かつ適切に対応する義務 

 

３ 不当要求行為への組織的対応の義務 

公職者等 


